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宮崎県に

- ・ 心 - ・ ■

唐紅三社
平成２２年４月２０日

おける口蹄疫疑似患畜に対する経緯等について

農 場 の 概 要 こ ゅ つ の
場 所 ： 宮 崎 県 児 湯 郡 都 農 町
飼養状況：肉用繁殖繁殖母牛９頭、育成３頭、仔牛４頭

２ 経 緯
４ 月 ９ ’ 日

１ ６ 日

１
１
７日昼
９日午前

飼養牛の１頭（①）の口腔内にぴらんを確認し家畜保健衛生所（以下
「家保」）へ通報。家保による立入検査。同居牛に異常がないため経過
を 観 察 。 ニ ダ
同居牛の１頭（②）に発熱、食欲なし、口腔内１ヒぴらんを確認。ニ
別の１頭（③）に流誕を確認（発熱なし）。
家保による立入検査。上記のほか、③め舌にびらん’を確認。
家保において、ブルータング、牛バラインフルエンザ、牛ウイルス性
下痢、牛伝染性鼻気管炎、イバラキ病のＰＣＲを実施し、いずれも陰性。
動 物 衛 生 課 に 連 絡 。 ∧

１９日午後家保が当該農場に立入り検査。新たに同居牛１頭（④）で臨床症状を
。ロ蹄疫の・病性鑑定のため４検体を採取。

（びらん部）ぬぐい液３検体（臨床症状牛②⌒・④）
（ 痴 皮 ） １ 検 体 （ 臨 床 症 状 牛 ③ ）
Ｓ １ １ ６ 検 体 （ 全 頭 ）

３ 対 応 状 況 ‾
（ １ ） 農 場 め 検 査 ’ -

初発牛①； ’９日から発熱、食欲なし、流誕。ｊコ腔内にぴらん確認。水癒なし。１７’日には治癒。

同居牛②：１６日に発熱、食欲低下。口腔内にびらん確認。水庖なし。
同居牛③：１６日に流誕、１７日に発熱、食欲なし。舌にぴらん確認

（ ２ ） 病 性 鑑 定 （ 動 物 衛 生 研 究 所 に お い て 実 施 予 定 ） ク ‾
１９日；！４：００：動物衛生研究所に検体到着。

Ｐ Ｃ Ｒ （ 実 施 予 定 ： ４ ～ ５ 時 間 ） ・
抗 体 Ｅ Ｌ １ Ｓ Ａ （ 実 施 予 定 ： ４ ８ 時 間 ） ＼- じ ウ イ ル ス 分 離 （ 実 施 予 定 ： ７ 日 簡 ）

２０日早朝ＰＣＲの結果、３頭（②～④）中ａ頭で陽性を確認。

（３）現地の対応（宮崎県）
・当該農場：移動自粛、消毒槽設置、異常確認時の通報。

＜出荷状況＞

＜周辺農場＞
半径１０ｋｍ以内
半径１０～２０ｋｍ

牛５７５戸、
牛７４９戸、

- ． ご

１０．０７７頭、
１（３、９９１頭、

１１１１１０８Ｒ１３０、０３３頭、水牛１戸、４２頭
豚５０ｊｌ≡ｉ、５２、６２２頭イ

１



Ｎ）

実施ｉｌしているロ蹄疫診断検査（レ４月ｌｓ３白）

１ ． Ｒ Ｔ ・ Ｐ Ｃ Ｒ 法 ‾
ふ ● ｜

遺 伝 子 領 域 ２ ヵ 所 （ ３ Ｄ 領 域 、 Ｉ Ｒ Ｅ Ｓ 領 域 ） こ

２……。感受性細胞を用いたウイルス分離● ｆ
３ レ 抗 体 検 出 Ｅ Ｌ Ｉ Ｓ Ａ ｙ

タ イ ブ （ ： ） Ａ Ｃ 、 Ａ ｓ 剛 に 対 し て 実 施 （ 結 果 ２ ０ 日 午 後 ３ 時 頃 ） １

４．抗原検出ＥＬＩＳＡ今回持ち込まれた拭い液、痴皮組織では、抗原量が少なくト

材 料 と して 不 適 ６ ２ で ウ イ ル ス の 分 離 後 、 実 施

（ 今 後 実 施 す る 検 査 ） ‥
１ ． 抗 原 検 出 Ｅ Ｌ Ｉ Ｓ Ａ ニ ニ

ウイルスが分離されればウイルスのタイピング（血清型）を判定

２ ． 遺 伝 子 の 塩 基 配 列 の 決 定 ニ



ＣＡ：１

宮崎ＰｑＲ結果

４ ゛

１
２
３
４
５

ＮｏｌｉＥＩスワブ
Ｎ０．１４スワブ
Ｎ６．１５スワブ
Ｎ０．１４痴皮コ、、
ＤＷ（陰性対照）

じ ¬ ¬ １



・μ

検体Ｎｏ． 個体識別番号 名号 血液 スワブ（病変鄭ぬぐい液） 瘤皮 備 考

１ ㎜ １ ○ 子牛・育成牛舎

２ ㎜ ○ ～ 子牛・育成牛舎

３ ㎜ ○ 子牛・育成牛舎

４ ㎜ ○ 子牛・育成牛舎

５ ㎜ ○ 子 牛 ・ 育 成 牛 舎 づ

６ ㎜ ○ 子 牛 ・ 育 成 牛 舎 ヽ

７ ㎜ ○ 子牛・育成牛舎

８ ㎜ ○ 子 牛 ・ 育 成 牛 舎 ‾ ｀

９ ㎜ ○
ミ

成牛舎

１０ ㎜ ○ ま 成牛舎

１１ ㎜ ○ 成牛舎

１２ ， ㎜ ○ 成牛舎

１３ ㎜ ㎜ ○ ○ 成牛舎・発症牛

１４ ㎜ ㎜ ○ ○ ○ 成牛舎・発症牛

１５ ㎜ ㎜ ○ ○ 成牛舎・発症牛

，１６ ㎜ ㎜ ○ 成牛舎一発症牛（治癒）



（ＪＩ

ＴＩ頭目（４月９日） ↑

２頭目‘・（４月１７日）↑

２頭目（４月１７日）↑

３頭目し（４月１７日） ↑



Ｃｎ

牛舎の見取り図

育：１、子；２

コ
子 育 ａ ・ ｆ 育

（ 工 ） ② ③ ． ④ ⑤ ⑥ （ ７ ⑧ ＿

子牛・育成牛舎 約３０ｍ

茶 畑

放牧場（約１町歩）

⑥

成 牛 舎

⑥ ⑩ ⑨
当初の配置
採材時（４／拍）配置
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今後の防疫対応について（案）

５搾［ｊｉ§往三互］

家畜伝染病予防法の規定に基づ＜、「口蹄疫に関する特定
家畜伝染病防疫指針」に沿って、当面、以下により迅速か
つ 的 確 な 防 疫 措 置 を 実 施 。 犬

１ ． 疑 似 患 畜 の 範 囲 △ ＼
（１１、）やｃＲ
※ト今般の事例については、引き続き実施しているウイルス分離検査で
ウイルスが分離された場合、当該家畜を患畜とするが、今後の以下の
防疫措置に変更はない。

（２）（１）と同じ農場で飼養されているすべての家畜１６頭

２ 殺 処 分 等
１ ． の 疑似家

やかに殺処・゛｀
そ れ の あ る 物

す べ て に つ い て 、
を実施。その死体や

３。移動の制限等
（１）通行の制限

当該農
間以

に つ い て は

ができ次

却又は埋却

速

１

、 及 び 物 品 を 含 め た す べ て の も の の 移 動 、 搬 出 及 び 搬 入
を制限。- Ｉ

（ ２ ） 移 動 制 限 等 づ ‾
家 畜 や そ の 死 体 、 そ の 他 物 品 に つ い て 、 移 動 又 は 搬

出 を 制 限 。 ｊ Ｉ Ｉ ・ ■ ｊ
な お 、 各 区 域 の 主 な 幹 線 道 路 に 消 毒 ポ イ ン ト を 設 置

し、関係車両等の消毒を実施。
① 移 動 制 限 区 域 ゲ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥
・ 範 囲 ： 当 該 農 場 を 中 心 と し た 半 径 ｌ ｏ ｋ ｍ 以 内 の

場及び っ て 、 人の 間 、 当 該 の のみに

を実施。

において殺処分等を実施するまでの７２時

染してしｖるお



に ・

期間
内容 咄

咄

区域
当該農場の殺処分完了後２１日間
生きた偶蹄類の家畜やその死体等の移動
の 禁 止 ‥ △
と畜場及び家畜市場の閉鎖等

② 搬 出 制 限 区 域 ノ
・範囲：当該農場を中心とした半径２ｏｋｍ以内の
し 区 域

■

４トその他
（１）

幽

●

期間
内容

道

Ｓ

-

発生から２１日間
生きた偶蹄類の家畜の搬出制限区域外へ
の移動を禁止
家畜市場の閉鎖（と畜場での食肉処理は
可 能 ） 等 ‾

に 対 し 、 管 内 の
対しして√
直ち仁飼養家畜の
何らかの異常が

類 畜の所有者等に

！常の
っ た

無を確認すること
合には 、 やかに家畜

健 衛 生 所 等 に 連 絡 す る こ と 、
・ 改 め て、 農 場 出 入 口 で の 消 毒 の 徹 底 √ 農 場 内 へ の
部外者の立入制限など飼 生管理を 底すること

等を指導するよう通知６
（２）関係府省と十分連携を図りつつ、消費者、流通業者
等 へ の 正 な の提供に努める６

（３）関係都道府！誤と協力し、発生農場における家畜、人
及び車両の移動、飼料（が利用等を調査し、感染源及び
感染経路の究明を行う。

２



Ｉ Ｉ Ｉ

● ・ Ｉ ● ●

Ｉ - - ｄ

Ｓ ｉ ｉ

ノ ・-

ロ蹄疫の発生に伴うサーベイランスの実施について（案）

１ 基 本 的 な 考 え 方 、 。 ・
今回の発生事例の感染牛では、舌、口腔のびらんや発熱、食欲不振などの臨床症状が
認められており、臨床症状に基づ＜診断が有効と考えられる。トづ
このため、今回の発生に、おいては、移動制限区域以外の地域の農場（輸入粗飼料を利
用している農場等）については、検査による伝播の機会を低減する観点から、電話によ
る聞き取りにより臨床症状の有無を確認することとする。。-
また、防疫措置の開始当初は、疫学調査よる関連農場の特定を優先する必要があると
考えられる。’このため＝、移動制限区域内においても、移動制限開始後１週間は聞き取り゛等による臨床症状の確認に努めることとし、１週間を経過した以降、血清抗体廿一ペイ

ランスを実施することによりレ、清浄性の確認に万全を期すこと々する・し

２ ２ ０ ０ ０ 年 の 発 生 と の サ ー ベ イ ラ ン ス 方 法 の 比 較 、 ＿ ニ

対応年 ２０００年の発生 今回の対応（案）

サー-ベイラン
ス の 開 始 時 期 移動制限の直後から開始 移動制限開始１週間後から開始・

検査対象 対象農場数 検体数 対象農場数 検体数

疑似患畜確認
濃家周辺ｌｋｍ
以内の農家

全 戸 レ １０頭 全戸 ＩＱ頭が

移動制限地域・
内の農家

全戸を目標 １ ～ ５ 頭

● ・ ｜

＝

・発生農場の疫
学関連農場犬
．’輸入組飼料を
給与していた農
家

１０頭ぶ

搬出制限地域
内の農家

上記以外の発
生県内の農家

臨床症状の確認の
ため立入り指導を
行う農家

１頭 ・輸入組飼料を
給与していた農
家
・移動制限地域
から牛を導入し，
ている農家

茨丿害’１ぽによ・ｊ～．
認や，ｌ？７ｊ！乙姫から
の擢差／こよ６／、
ｊ診；４ｅミお／こ，，町家が
ないこと；をニ砿茫

発生県以外の
都道府県の農
家 ’

移動制限地域から
牛を導入・している
地域の農家
輸入組飼料を給与
していた農家であ
ってｊ
とが同一など関連
がある農家

Ｌ頭



． ・ ： ・ 一 １

／

各 都道府県知事あで

（案）

農林水産省消費・安全局長．

番 号
年月日

宮崎県における口蹄疫の疑似患畜の確認に係る防疫対策の徹底等について

口蹄疫については、我が国では平成１２年以降発生がみられなかったところで
あるが、今般、別紙１のとおり、今月上旬、宮崎県内の肉用牛繁殖農家で飼養す
る肉用繁殖牛１頭において口腔内にぴらんが確認され、そ’の後、「司居牛でも、発
熱や流誕、びらん等の症状の拡大が確認されました。
本日、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所による病

性鑑定の結果、ロ蹄疫｀ウイルス自体は確認されていないもめの、３頭からウイル
スの遺伝子が検出されたことから、本日、これら家畜及び当該農場のすべ七の飼
養牛を本病の疑似患畜としたところです。
本件については、。家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）及び口蹄疫

に関する特定家畜伝染病防疫指針（平成１６年１２月農林水産大臣公表）に基づ
き、疑似患畜確認農場における飼養牛の｀全頭とう汰、当該農場を中心とした半径
１０ｋｍ以内における移動ｆ制限等の防疫措置を講じるとともに、本日開催された農
林水産省口蹄疫防疫対策本部及び食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会牛豚
等疾病小委員会の議論を踏まえ、本病の発生予防及ぴまん延防止に万全を期すだ
め、全国における本病の防疫対策の強化・徹底を図゛ることとしております。～
っきまし七は、・下記事項に留意の上、関係機関、団体等への正確な情報提供と

指 導 を 徹 底 し 、 防 疫 措 置 に 遺 漏 の な い よ う お 願 ・ い し ま す。 １

記

１家畜衛生関係者、畜産関係者等への周知等
（１）今回の発生概要、白蹄疫の特徴的な病変等について、、改めて正確な情報の
伝達に努めるととも４こべＩ’ロ蹄疫が疑われる事例があった場合には、防疫指針
第２の１の（１）に基づき所要の措置を講ずるよう家畜の所有者及び獣医師

４



｜
に対して指導の徹底を図ること。‘ ／ １ ４ ● ・ ・

（２）イ馬蹄類の家畜を飼養する農場に立ち入る際には、入退場時の車㈲等、器具
器材の消毒の徹底、衣服、長靴、手袋等の各農場での専用化等によりまん延
の防止に十分留意するとともに、獣医師、家畜人工授精師等の関係者に対し
てもその旨の指導を徹底すること。

２、緊急調査の実施、
（１）都道府県内に偶蹄類家畜の飼養農場を対象に、飼養家畜の異常の有無にっ
いて、関係機関とも連携し、所有者や診療獣医師などに対する電話連絡又は
家畜防疫員等による立入検査により確認すること。ただし、一日に複数の農
場に対し立入検査をを実施する家畜防疫員等は、着衣、車両等の消毒につい
て、従来にも増して徹底した注意を行うこと。 - ゾ

（２）上記確認において、異常家畜を認める旨の通報を受けた家畜保健衛生所は
直ちに家畜防疫員砕よる立入検査を実施するとともにヽ速やかにその旨にっ
い て 動 物 衛 生 課 へ 連 絡 す る こ と 。 ／

（３）（１）及び（２）の確認状況については、別紙２によりその進捗状況にっ
いて、４月２６日（月）までに別紙２により動物衛生課長あて連絡すること。／
’また、その後の実施状況については、４月３０日（金）までに動物衛生課長あ

七 連 絡 す る こ と ｔ レ

３ 的 確 な 病 性 鑑 定 の 実 施
（１）異常畜の通報があった場合には４直ちに動物衛生課に連絡ずるとともに、
明らかに本病が否定される場合を除き、本病を疑い必要な病性鑑定を実施す
ること。-

（２）病性鑑定については、口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発
生予防及ぴまん延防止措置の実施にあたっての留意事項について」（平成１６
年１２月１日付け１６消安第６３１５号。農林水産省消費・安全劫長通知）り４に基づ
き 材 料 の 採 取 及 び 送 付 を 行 う こ と 。 レ ・

４ 危 機 管 理 体 制 め 点 検
万一の発生の際に、円滑な防疫措置に遺漏がないよう、指針第３の１の「危

機管理体制の構築ｊに沿った危機管理体制について再点検を行う。こと。

５



別紙１
ｊ
ｆ

‾丿蹄疫の疑似患畜の確認について

平成２２年４月
消費・安全局

家畜伝染病である口蹄疫を疑う事例が宮崎県において確認された。

１ 発 生 場 所
宮崎県児湯郡都農町に所在する繁殖牛農家（飼養頭数繁殖牛９頭、育成牛
３ 頭 、 子 牛 ４ 頭 ） し

２ 発 生 の 経 過 ｀ ヽ
４月９日：開業獣医師の診断において、＜当該農場の飼養牛の１頭に口腔内め

びらんがｉ准認されたことについて、管轄の家畜保健衛生所へ病性
鑑定依頼。家保職員が立入検査を行ったが、同居牛には異常が認
めＩられなかったため、経過観察。

４月１６日：当該農場の同居牛の１頭に発熱、食欲減退、口腔内のびらんを確
認。別の１頭にも流泥を確認。

・１．耳１７日：家保嶺員の立入調査により、Ｌ６ＦＩに流挺が確認された牛の舌にび

らんを確認。
４月１９日：イバラキ病等の類似疾病についてすべて陰性を確認。また、同日

の立入調査において、新たに症状を呈する牛１頭を確認。このた
め√症状が確認された４頭から検査用検体を採取し、（独）動物＿
Ｊ 衛 生 研 究 所 ヽ に 送 付 。 ｊ ◇

４月２ｏ口：（独）動物衛生研究所において、既此病変が治癒していた１頭を
除き３頭分検体についてＰ（ｊＲ検査を実施したところ、全検体で

＿ 陽 性 を 確 認 。 ＜
以上の結束から、専門家の意見を聞き、上記４頭及び同居牛１２● ． ｆ
頭をロ蹄疫の疑似患畜と判断。

６



別 紙 ２ △

農林水産省消費・安全局動物衛生課長｀殿

．偶蹄類の家畜飼養農場への緊急調査等の実施状況について（報告）

都道府県内の偶
蹄類の家畜の飼
養農場数

緊急調査等終
了農場数

異常が確認された
農場数及びその対
応状況

犬 調 査 等 実 施 方 法

● ｆ ゝ

-

戸

一
戸 ．戸

｜∇＼」●ヾ｜

（１１）電話連絡よ
-
戸・

（２）農場立入
戸

（３）その他
-
尺

ぐ・

７



感輦経路究明チームの卑置に７ついて（案）

ロ蹄疫に関す盃特定家畜伝染病防疫玲針（以下、「防疫指針」

という。トにおいて、感染源及び感染経路の究明として、「本病

の 感 染 源 及 び 感 染 経 路 を 究 明 し 、 発 生 予 防 に 資 す る た め 、 都 道

府 県 畜 産 主 務 課 は 、 動 物 衛 生 課 と 連 携 し 、 動 物 衛 生 研 究 所 等 の ’

協 力 を 得 て 、 防 疫 指 針 の 「 ４ 接 触 し た お そ れ の あ る 感 受 性 動

物 の 追 跡 」 及 び 「 ６ 立 入 検 査 、 血 清 疫 学 調 査 等 」 の 調 査 及 び

検査結果を基礎とし、家畜、人及び車両の移動、｜賦ｌ料の利用、

物品の移動、一渡り ’ 鳥等の野生動物との接触の可能性、気象条件

等 を 網 羅 的 に 調 査 す る 。 農 林 水 産 省 は 、 こ れ ら の 調 査 の 結 果

に 基 づ く 専 門 家 か ら の 助 言 を 踏 ま え 、 感 染 源 及 び 感 染 経 路 の 究

明に努める。」と明記されている。このことから、感 ‘染経路究明
ｌ ｆ 。 ゛ ゛ ・ ／

チームを立ち上げ、本件｀に係る感染源及び感染経路の究明をす

る 。 ヽ

本 チ ¬ ム に つ いて は 、 牛 豚 等 疾 病 小 委 員 、 疫 学 専 門 家 、 ウ イ

ルス 学 専 門 家 、 発 生 県 の 家 畜 保 健 衛 生 所 獣 医 師 等 に よ り 構 成 す

る も の と す る 。 レ ～

８



＿ ＿ ＿ ・

ＺＺ二３ 【７

ｊコ蹄疫の発生状況

今し
ワクチン非接種清浄国（６３力国）

～ヨーロッパ（３８力国）-
アルバニア｀デンマーク
オこストリアエストニア
ベラルーシフィンランド
ペ ル ギ ー マ ケ ド ニ ア
プ ル ガ リ ア フ ラ ン ス
ク ロ ア チ ア ド イ ツ
キ プ ロ ス ギ リ シ ャ
チ ェ コ ハ ン ガ リ ー

ア イ ス ラ ン ド ノ ル ウ ェ ー
アイ ル ラ ン ド ポ ← ラ ン ド
イ タ リ ア ポ ル ト ガ ル
ラ ト ピ ア ル ー マ ニ ア
リ ト ア ニ ア ス ロ バ キ ア
ルクセンブルクスロベニア
マ ル タ ‘ ス ペ イ ン
オ ラ ン ダ ス ウ ェ ー デ ン

２０・１０年１月８日現在

関
応

セルビア
モンテネグロ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
スイス
ウクライナ
英国

～アジア（４カ国）～
日本
インドネシア
シンガポール
プルネイ

～オセアニア（４カ国）～

オーストラリア
ニューカレドこア
ニュージーランド
バ ヌ ア ツ

～アフリカ（２力国）～
マダガスカル
モーリシャス

～甫北アメリカ（１５カ国）～
カナダ
テリ
コスタリカ
キューバー
エルサルパドル
グアテマラ
ガイアナ．
ホンジュラス

二カラグア
パナマ
米国
ベリーズ
ドミニカ共国
ハイチ
メキシコ

※ワクチン非接種清浄国は０１Ｅ公式認定



Ｎ３

中国、台湾４韓国における口蹄疫の発生状況（１２０１０年１月以降の発生）

甘粛 省
２０１０年３月１４日（Ｏ型）豚
２０１０年４月７日（〇型）豚・羊・山羊

゛ゝ．１

新 疆ウイグル自治区
２０１０年１月１８日（Ａ型）
牛・羊・山羊

北 京 市
２０１０年１月１８日（Ａ型）牛

山西省
２０１０年３月２５日（Ｏ型）牛

※出典：ＯＩＥほか
※日付は発生日

広 東 省
２０１０年２月２２日（○型）豚
２０１０年３月４日（○型）豚

○

ノ

〃

ｆ

／

京 畿 道
①抱Ｊ】１２０１０年１月２日（Ａ型）牛
②抱ＪＩ１２０１０年１月１３日（Ａ型）牛
③抱川２０１０年１月１５日（Ａ型）牛
④抱川２０１０年１月１５日・てＡ型）牛
⑤連川２（以ｏ年１月１８日（Ａ型）牛
⑥抱ＪＩ１２０１０年１月１９日（Ａ型）牛
⑦抱ＪＩ】２（：）１０年３月９日（Ａ型）鹿

仁 川 広 域 市
①２０１０年４月８日（ｏ型）牛
②２０１０年４月９日（Ｏ型）牛
③２０１０年４月９日（Ｏ型）豚
④２０１０年４月９日（○型）牛
⑤２０１０年４月１０日（ｏ型）牛

江 西 省
２０１０年３月２８日（Ｏ型）豚

Ｄ

混 湖 懸 馬 公 市
２０１０年２月１２日（〇型）豚

●

ｆ ； ニ ニ ゛ ！ ｓ - ・ ・ ・ ・ 一 丿

戸 こ ゝ

＆

２０１０年４月１９日現在



韓国における｜コ蹄疫の発生状況

０ 賀 Ｘ 】 ．

ｋｍ

！京畿道漣川（ヨンチョン）

｜⑤２０１０年１月１８日（牛・Ａ型）

ソウル特別市

仁川（インチョン）広域市

江華（カンファ）島

①２０１０年４月９日（牛・○型）

②２０１０年４月１２日（牛・〇型）

③２０１０年４月ｉ２日（豚・ｏ型）

④２０１０年４月ｔ２日（牛・ｏ型）

⑤２０１０年４月１２日（牛・○型）
○

１
１

京畿道

忠清南

曼
〃

と
ｃ゙Ｑ

£）く

□・『

全羅南道

１

‘ゝ ″゙` ７ヽ馬゛

済州道

口

江原道

北

京畿道抱川（ポチョン）

①２０１０年１月２日（牛・Ａ型）

②２０１０年１月１３日（牛・Ａ型）

③２０１０年１月１５日（牛・Ａ型）・

④２０１０年１月１５日（牛・Ａ型）

⑥２０１０年ｉ月２９日（牛・Ａ型）

⑦２０１０年３月９日（鹿・Ａ型）

慶尚北道

慶尚南道

Ｇ く〕

※日付は農場で症状を呈し
た家畜を発見した又はサーベ
イランスで発生を確認した日

９ ９

２０１０年４月１２日現在

出典：’ＯＩＥＷｏｒｌｄＡｎｉｍａｌＨｅａｌｔｌｌｌｎｆｉ〕ｒｍａｔｉｏｎＤａｔａｂａｓｅ

３



ぶ・

＜韓国における口蹄疫（Ａ型）発生の概要＞

平成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ４ 日
動 物 衛 生 課 防 疫 業 務 班

（注）一部、非公式情報が含まれる場合があります。
異常確認日
（確定日）

発生場所 発生群
（畜主）

飼養頭数 発 生 例 数
／死亡数

発生状況、防疫対応、疫学情報

① １／２
（１／７）

京 畿 進 一 抱 川
，（ポチョン）

牛
（乳牛）

１８５頭 ６頭
／０頭

・当該農場から発生日前７日以内に牛を購入した２農場は、曹理区域（発生農場の２０ｋｍ
以内）に位置せず、すぺての乳牛のＦＭＤ検査陰性を確認。しかしながら予防的措置
としてこれらの牛はとう汰。
・発生農場から発生日前７日から２１日までに牛を購入した３農場は、移動制限措置を講
じ 、 検 査 を 実 施 。 ｀ ゛
・農場で勤務する外国人労働者がウイルスを伝搬した可能性も考えられる。

② １／１３
（１／１３）

京畿進一抱川 牛
（韓牛）

１５頭 ２頭
／Ｏ頭

・初発農場から３．５ｋｍ離れ、初発農場で設定されたサ一ベイランスソーン内の農場。
・当該農場に関連した移動制限は設定済み。＼
・初発農場と人の動きの点で疫学的関連あり（獣医師の関与が疑われる）。
・家畜検疫諮問委員会は、当該農場のすべての牛及び半径５００ｍ以内のすべての偶蹄類
の動物を殺処分済み。
・初発農場と人の動きの点で疫学的に関連するいくつかの農場の偶蹄類の動物のとう
汰 を 決 定 。 尚 ヽ

③ １／１５
（１／１６）

京畿道・抱川 牛
（乳牛）

５６頭 ６頭
／Ｏ頭

・初発農場から６００ｍ離れ、初発農場の危険区域（発生農場から半径３ｋｍ以内の侃域）
以内に位置する。

④ １／１５
（１／１６）

京畿道・抱川 牛
（乳牛）

５４頭 ２頭
／０頭

・初発農場から９５０ｍ離れ、初発農場の危険区域（発生農場から半径３ｋｍ以内の区域）
以内に位置する。

⑤ １／１８
（１／１９）

京畿道・一漣川
（ヨンチョン）

牛
（韓牛）

ｊ４頭 ４頭
／ｏ頭

・初発農場犬）ヽ ｉら９．３ｋｍ離れている。
・当該農場は、山を外してサーベイ・らンス区域を設定したため、当該農場はサーベイ
ランス区域外農場。
・新たに同郡に対策本部を設置。
・当該農場から半径１０ｋｒｎ以内に移動統制所を１７か所設置し集中的な消毒を実施中。
・半径１（〕ｋｍ以内に２２７農場、偶蹄類の動物約５万４千頭飼育。

⑥ １／２９
（１／３０）

京畿道・抱川 牛
（乳牛）

８１頭 ９頭・
／ｏ頭

・初発農場から３．８ｋｍ離れ、サーベイランズ区域内に位置。
・当該農場のすべての牛及び半径５００ｍ以内の偶蹄類９５頭を殺処分。
・初発農場の飼料運搬車輛及び精液供給車輛が、当該農場に出入りしていた。

⑦ ３／９
（３／１０）

京畿道・抱川 鹿 １２頭 １２頭
／Ｏ頭

・６例日の発生農場の危険区域内で実施された血清学的検査で発見。
・当初１２頭中２頭、再検査で１２頭すぺてが抗体陽性（ＥＬＩＳＡ）。ＲＴ-ｆ）ＣＲは陰性。
・まん延防止措置として１２頭全てを殺処分。

Ｔ １ -



ＣＩ

・ ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ４ 日
’ 動 物 衛 生 課 防 疫 業 務 班

【 韓 国 に お け る 防 疫 措 置 】 ～

（ １ ） 発 生 農 場 の 家 畜 及 び 発 生 農 場 か ら 半 径 ５ ０ ０ ｍ 以 内 の す べ て の 偶 蹄 類 の 動 物 の と う 汰 ご
（２）発生農場の疫学関連農場の調査

一 発 生 日 前 ７ 日 間 に 発 生 農 場 か ら 牛 を 購 入 し た 農 場 ヅ
ー発生日前７日から２１日の間に発生農場から牛を購入した農場

（ ３ ） 次 の ３ 区 域 に お け る 移 動 制 限 ＿
一危険区域ＲｉｓｋＺｏｎｅ（発生場から半径３ｋｍ以内の区域）
（対策の概要）偶蹄類の動物の移動・導入の禁止、家畜市場・と畜場の閉鎖、生乳の廃棄、人・車輛の移動の制限

- サ ー ベ イ ラ ン ス 区 域 １ ； ｕ ｒ ｖ ｅ Ｈ ｌ ａ ｎ ｃ ｅ Ｚ ｏ ｎ ｅ （ 発 生 農 場 か ら 半 径 ３ ｋ ｍ ～ １ ０ ｋ ｍ の 区 域 ） ・ ヽ
（対策の概要）偶蹄類の動物・導入の禁止、家畜市場・と畜場の閉鎖、飼料用として生乳の使用の禁止、人・車輛の移動の制限

一制限区域（；ｏｎｔｒｏｌＺｏｎｅ（発生農場から半径ｌｏｋｍ～２０ｋｍの区域）
（対策の概要）家畜市場の閉鎖、人、車輛の移動の制限

（４）発生施設・農場の消毒
（５）日本向けに輸出される関連製品への証明書発行の停止
（６）韓国ではロ蹄疫ワクチン接種は禁止：

【 韓 国 に お け る 口 蹄 疫 清 浄 化 の 進 捗 状 況 】 ‾
（ ２ 月 ２ ３ 日 ・ 韓 国 報 道 情 報 ） レ ノ ヽ
・ ６ 例 目 以 降 の 追 加 発 生 は な し ヽ
・２月９日以降、１～５例目に関する警戒地域（発生地から３～１０ｋｍ）は、採血及び臨床検査で異常が認められなかったことか’ら、順次解除された。
・６例目に関する警戒地域の解除を２３日に予定しでいたが、京畿道政府は解除の延期を決定。解除の時期については今後検討される。（６例目の警戒・ ‘ ／
地域における１７３戸１１７３頭の採血及び臨床検査では異常が認められなかったが、口蹄疫の最終発生地であることなどを考慮し、慎重を期するための
決 定 と の こ と ） ’
・１～６例目に関する危険地域（発生地から３ｋｍ以内）に対する移動制限は当分の問維持され、移動規制所（４２ヵ所）の運営も継続される。

（２月２５日１５：００現在・韓国政府関係者情報）
・２５日、。６例目の発生から３週間以上新たな発生がないことから。、６例目に係る警戒地域（３～１０ｋｍ）の移送制限を解除。
・今回の移送制限解除の対象は１８５農家６万４千頭の家畜で、売買、出荷など。
・１～６例目の危険地域（３ｋｍ以内）の移動制限は、追加発生がなく今後の検査で異常が認められない場合、３月上旬から段階的に解除する予定。

（ ３ 月 １ （ ） １ ヨ １ ６ ： ０ ０ 現 在 ・ 韓 国 政 府 関 係 者 情 報 ） フ
・口蹄疫６例目の危険地域の解除を１ニｉ-うため、危険地域内の農場の精密検査を行ってきたところ、昨日、１戸の鹿農家１２頭のうち２頭が口蹄疫抗体陽性
を 確 認 。 ‾ ご
・予防のため当該農家の全１２頭の鹿を殺処分。’＿∧

- ２ -
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平成２２年３月２４日
動物衛生課防疫業務班

・ 本 日 の 精 密 検 査 の 結 果 、 抗 体 は 陽 性 で あ っ た が 、 抗 原 検 査 は 陰 性 で 、 ウ イ ル ス は 分 離 さ れ な か っ た 。 ‘
・今週にも６例目に係る危険地域の解除を計画していたが、今回の事例により、３月２２日の週まで危険地域の解除は延期。
（１例目～５例目に係る危険地域は、３月４日に解除。警戒地域は全て先月に解除）

（３月１１日）（ＯＩＥhttp://www..ｉ❹ｗａｌｌｉ.ｓ/ｐ油Ｌｉｃ５．ｐｈｌ：）？ｒ）１１ｇｅ７ｖｅｅｋｌｙＪｔｌ）ｏｒｔｊｎｄｅｘ＆Ｅ１４ｊｍ血＝０）
、・・３月９日に抗体陽性を呈した２頭の鹿が飼育されている、上記鹿飼育農場の１２頭の鹿から再度血清を採材して３月１０日に検査したところ、全頭抗体陽性。
Ｒ Ｔ - Ｐ （ Ｉ Ｒ は 陰 性 。 ｊ 也 の 農 場 で 陽 性 事 例 な し 。 ィ ・

（３月２４日・韓国政府関係者情報）｀
・ 韓 国 農 林 水 産 部 は 、 ２ ３ 日 、 口 蹄 疫 が 終 １ １ ！ 、 し た こ と を 宣 言 。 ト ｀ ＞
・６例目の発生農場の危険地域（奪毒内）内でシカに口蹄疫の抗体が検出されたが、集中的な消毒を実施し、その後の周辺農家の検査結果はすべて陰
性であったことから、本危険地域の移動制限を解除。（これにより、全発生例に関する移動制限が解除）
・殺処分された家畜の数は、５、９５６頭。
内 訳 肉 牛 ２ ３ ６ 頭

乳牛２、６６９頭
豚 ２ 、 ９ ５ ３ 頭 。
鹿 ５ ２ 頭 ・ ｊ

山 羊 ４ ６ 頭 し ト ＿ - -
・ こ れ ま で 閉 鎖 さ れ て い た 全 国 ８ ２ か 所 の 家 畜 市 場 も ２ ３ 日 か ら 再 開 可 能 。 一 ＿ ｀
ｉ農林水産部は、「家畜疾病危機対応実務マニュアル」に従い、発令されていたｒ注意』措置を「関心」段階に移行。

３ -



～１

韓国における口蹄疫（（）型）発生の概要

（ｊ主）国際機関や在外公館等政府関係者から入手された情報のほか、一雌、報道等による情報を含みます（［］で記載）
頭数等は、国際機関への報告等の際に修正される場合があります。

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ ９ 日
動 物 衛 生 課 防 疫 業 務 班

｜ 異常確認日
（確定日）

発生場所 発生群
（畜主）

飼養頭数 発 生 例 数
／死亡数

発生状況、防疫対応、疫学情報

① ４／８
（４／９）

仁 川 広 域 市
一江華島

（インチョン
・カンファド）

牛
（韓牛）

１６９頭 -１０頭
／Ｏ頭

・４月８日、獣医師が疑わしい症例を発見し、地元獣医当局へ通報。
・地元当局が実施し．た抗体検出ＥＬＩＳＡでは陰性だったが、疑わしいヽ臨床症状があった
だめ国家獣医研究研ぢ窃ｉ（ＮＶＲＱｓ）で精密検査を実施。９日、ＲＴ-Ｐ（象で口蹄疫（ｏ型）
と判定。
［発生農場では、外国人労働者の雇用はなく、牛の売買などの取引もなかった。畜
舎の敷料も国内産のおがくずを使っていた。］

② ４／９
（４／１０）・

仁川広域市
一江華島

牛
（韓牛）

，８４頭 一 頭

／ 一 頭

・初発農場から１．４ｋｍの距離に所在。

③ ４／９
（４／１０）

仁川広域市
一江華島

豚
１１，５００頭 一 頭

／ 一 頭

・ 初 発 農 場 か ら ３ ． ５ ｋ ｍ の 距 離 に 所 在 。 ／ - 、 ヽ

④ ４／９
（４／１０）

仁川広域市
・江華島

牛
（韓牛）

１１頭 一 頭

／ 一 頭

・初発農場から０．７ｋｍの距離に所在。

⑤ ４／１０
（４／１０）

仁川広域市
一江華島

牛
（韓牛）

２２０頭 一 頭

／ 一 頭

・初発農場か・Ｅ，１．８ｋｍの距離に所在。
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平 成 ２ 。 ２年４月１９日。
動 物 衛 生 課 防 疫 業 務 班

【 韓 国 に お け る 防 疫 措 置 】 。
（１）４月９日、中央家畜防疫協議会を開催。
（２）発生農場の周辺における偶蹄類の動物の殺処分の範囲を当初の半径５００ｍ以内から３-ｋｍ以内、に拡大（９日）。
（以下、前回発生時の対応を参考）
（。３）危険区域、警戒区域、管理区域の３区域を設定し、移動等を制限

（参考：前回発生時の対応）
一危険区域ＲｉｓｋＺｏｎｅ（発生場から半径３ｋｍ以内の区域）
（対策の概要）偶蹄類の動物の移動・導入の禁止、家畜市場・と畜場の閉鎖、生乳の廃棄、人・車輛の移動の制限一警戒（サーベイランス）区土ｉｌｉ ’Ｓ趾ｖｅ１ｌａｎｃｅＺｏｎｅ（発生農場から半径３、ｋｍ～１０ｋｍの区域）- ’
（対策の概要）偶蹄類の動物・導入の禁止、家畜市場・と畜場の閉鎖、飼料用として生乳の使用の禁止、・人・車輛の移動の制限

一管理（制限）区域（；（）ｎｔｒｏｌＺｏｎｅ（発生農場から半径ｌｏｋｍ～２ｏｋｍの区域）
（ 対 策 の 概 要 ） 家 畜 市 場 の 閉 鎖 、 人 、 車 輛 の 移 動 の 制 限 ‥

（４）発生農場・施設の消毒
（５）韓国では口蹄疫ワクチン接種は禁止

【防疫措置の進捗状況】
ｃｘ：）予防的殺処分（発生農場周囲３ｋｍ以内）が終了

韓牛 １４５戸 ６，０９２頭
肉牛 ６戸 ７０４頭
乳牛 １０戸 ６７７頭
豚 ２６戸 ２２，００３頭
山羊 １５戸 １０８頭
鹿 １０戸 ８５頭
合計 ２１２戸 ２９，６６９頭

【 我 が 国 の 対 応 】 ・
動物検疫所において、下記の対応を引き続き実施。、
・韓国からの偶蹄類の動物の肉等及び稲わら等の輸入禁止。-
・ 韓 国 か ら の 旅 客 に 対 す る 靴 底 消 毒 等 の 徹 底 。 “

【その他】
韓国政府から国際獣疫事務局（ＯＩＦ）への報告
＜速報＞・ｔｔｐ：／、／ｖｙｙｙｙｖ．ｏｉｅ．ｉｔ／ｗａｈｉｓ／ｒｅ匹・ｔｓ／ｅｎ＿ｉｍｊ）００（珀０９１２６＿２０１０（）４０９＿拓１５４３６ｄ）ｄｆ
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月 日-
３月２５日

３月２６日

３月２７日

３月２９日

３月３０日．

４月３日

４月４日

４月９日

／
口蹄疫の発生及び対応状況等（ｙ）・：：’（⊃耳）

- ミ ・ ．

１４時～・①の通行遮断措置。・
ぃ （ 半 径 ５ ０ ｍ ト ４ か 所 封 鎖 、

・①の移動制限地域の設定。
・①の搬出制限地域の設定。

１

- ・ 〃

③宮崎県高岡町の肉用牛繁殖農家「飼養頭数１６頭卜の飼養牛全頭を口蹄疫の
Ｆ 疑 似 患 畜 」 と 診 断 。 レ

一一１６時３０分・②の通行遮断措置の完了。
・②の疑似患畜の殺処分。汚染物品埋却作業完了。
・疑似患畜９頭、飼料４０ｋｇ、堆肥少々

ブ レ 人 員 （ 殺 処 分 （ 家 保 ７ 名 、 役 場 等 １ ０ 名 ） 、
。連絡員（役場１名）、埋却（家保３名、役場１２名）ダ

①にお’いてＰＣＲで得られたウイルス遺伝子の断片は、アジア地域で分離さ
れている口蹄疫ウイ聊スと近縁の新たな口蹄疫ウイルス株グ（○／ＪＰＮ／２０００）。であ
ることが判明。この結果、①で確認されたイ疑似患畜丿全頭をＦ患畜ｊと診断。

１９時-・②の通行遮断措置の開始。
（半径５０ｒｎ；２か所封鎖６名（家保３名’、役場２名、警察１名）〉

「疑似患畜」と診断。
②‾崎県高岡町の肉用牛繁殖農家（飼養頭数９頭）の飼養牛全頭を口蹄疫の

口蹄疫の清浄国以外の地域から既に輸入されている稲ワラ等にづいて飼料及
び敷料としての使用・を控える旨都道府県に通知。

３０日以降当分の間、口蹄疫９清浄国以外の地域からの輸入稲ワラ等に対する
家畜防疫官の検査、ホルマリンガス消毒等の実施を決定。コ

韓国にｌおいヌ‘口蹄疫を否定できない水庖性疾病の発生の確認を受け、韓国か
ら輸入される牛肉、豚肉等につい七輸入検疫証明書の発行を停止。
台湾産稲ワラについて輸入時の消毒の実施を決定。

～ １ ７ 時 ３ ０ 分 ・ 通 行 遮 断 措 置 の 完 了 。 プ ＼ ｀
・疑似患畜の殺処分。汚染物品埋却作業完了。
、疑似恵畜１０頭。自衛殺３頭、飼料１２０ｋｇ、堆肥

レ人員（殺処分（国２名、家保７／名、市役所１７名）、連絡員（家保２名）、埋却（家保３名））

４名（家保２名、警察２名））・
（半径２０ｋｍ；１２市町村）
（半径１５（：）ｋｍ：３県３２市町村）ン

疑似患畜」と診断。
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４月１０日

４月１４日

４月２３日

４月２６日

４月２７日

５月１日

５月１１日

５月１２日

５一月１３日

５月１４日

８ 時 叩 分 ～ ’ ③ り 通 行 遮 断 措 置 ． 謬 径 ５ ｏ ｍ ； ２ か 所 封 鎖 、■ ＝ - 皿 ＝ ａ ㎜ Ｊ
１８時２０分 ６名（家保１名、農協２名、警察１名））

・③の疑似患畜の殺処分、汚染物品埋却作業完了
・ 疑 似 患 畜 １ ６ 頭 、 飼 料 ９ ｔ ） ｋ ｇ 、 堆 肥 ‘

。・人員（殺処分（家保７名、補助員等２８名）、連絡員（県２名、
｜ 役 場 １ 名 ） 、 退 却 （ 家 保 ３ 名 、 役 場 ４ 名 ） ） 、

・韓国における口蹄疫の琴生が公式に確認されなことから、、家畜伝染病予防法
施行規則を改正し、韓国を偶蹄類の動物及びその肉等の輸入禁止地域として指
定 。 ・

③における採取材料から口蹄疫ウイルスを分離・確認にの結果、③で確認
された「疑似患畜」のうち抗体陽性が確認されている１０頭を「患畜」と診断６

午 前 ０ 時 ・ ， ３ 月 ２ ５ 日 に 設 定 さ れ た 搬 出 制 限 地 域 を 解 除 。 レ
同時に移動制限地域を②及ぴ③の各々１農場を中心としな半径１ｏｋｍ

ご ・ の 地 域 に 変 更 。
抗 体 検 査 の 結 果 ， 清 浄 性 を 確 認 す る た め に 更 な る 検 査 が 必 要 な 農 場 に つ いて

は，農場隔離検査プログラ ‘ムを開始。゜ ｌ 。 ” ｀ ， ’ ・ ，

午前ｏ時・移動制限地域を③の農場を中心とした半径１．０ｋｍの地域のみに変更。
・③のウーイルス遺伝子が①とＩ同じウイルス（○／ＪＰＮ／２０００）由来の遺伝子である
ことを公表。

宮崎県における口蹄疫発生に伴う総合的な対策について公表。

午前Ｏ時。゜③の農場を・＝Ｉ＝１ふとした半径１ｏｋｍ以内の地域に係る移動制限を解除。

ｆ・ン

「疑似患畜」と診喜．
／ｊ

農 場 隔 離 検 査 プ ロ グ ラム に よる 検 査 対 象 農 場 は 、 ④ の 農 場 以 外 は 全 て 清 浄 で・ - ／
あ る こ と が 確 認 さ れ た 。 ≒

１８時～・④の移動制限地域の設定。（半径１ｏｋｍ；５町）

１ ０ 時 ～ ・ ④ の 通 行 遮 断 措 置 の 開 始 √ へ ゛１ ● ｀
（半径５０ｍｉ２かＪサｔ封鎖ン８名（家保１名、警察２名、町、農協等５名））
・ ④ の 疑 似 患 畜 の 殺 処 分 開 始 ｊ △ ‾

＼ｊ（・牛７０５頭＼・人員２７０名（家保、町、｀農協等））

④におｌ、ゝ ’てＰ ’ＣＲで得られたウイルス遺伝子の断片の分析により、③で分離
さ れ た ウ イルス と 同 一 で あ る こ と が 判 明 。 ＜
こ の 結 果 、 ④ で 確 認 さ れ た 「 疑 似 患 畜 」 の う ち ウ イルス 遺 伝 子 の 断 片 が 検 出

さ れ た ２ ’ 頭 を ‾ 患 畜 」 と 診 断 。 ・ 犬 ＼ ノ

移 動 制 限 地 域 内 １ ３ ９ 戸 の 立 入 り 検 査 終 了 。 異 常 な し 。 ▽

～１０時・④の通行遮断措置の完了。

２
‾ ・ - ㎜



５月１５日

５月１８日

５月２５日

６月９日

６月２２日

８月９日

８月１７日

９月くｔ日

９月２７日

～１０時５分・④の疑似患畜の殺処分終了。

ｉｏ時～

｜
・④の汚染物品埋却処理開始。
・飼料１、３００トン、敷料６、２００❹、堆肥３、５４０トン
・人員（埋却処分（家保、町、農協等計１８１名））

～１７時、・④の汚染物品埋却処理完了。

血清挟査の結果、移動制限地域内１３９戸、疫学関連農場８５戸計２２４戸全戸め
∠清浄性確認。

午前０時・④の農場を中心とした半径１〔〕ｋｌｎ以内の地域に係る移動制限’を解除。

国際獣疫事務局（ＯＩＥ）主催の「東アジア地域におけ乙口蹄疫に関する会議」
（２０日～２２日；東京）が開催され、畜産局衛生課、家畜衛生試験場及び動物検疫／ Ｉ Ｉ Ｉ ■
所 か ら 専 門 家 が 出 席 。 、 、 グ
‥本会議で、東ケジア各国等に対し、口蹄疫の発生原因が粗飼料である可能性
を否定できないことから、それらめ危険度分析脊取り入れた危機管理対策の実
施等につりて勧告。

宮崎県の３農家に対する交付金・手当金の交付。
① ・ 埋 却 費 交 付 金 ・ ・
しへぃ殺畜等棄却手当金

②・埋却費交付金
、ト ’ ｀ ヽ り殺畜等棄却手当金
ン．③・埋却費交付金

〔・へい殺畜等棄知手当金

３０５千円
３，０１０千円
３０１千円

・３ン６１４千円
３４２千円

・６，３４５千円

北海道の諺奘に対する交付金・手当金の交付。
④・へい殺畜涛棄却手当金２９２、４１６千円
〔ｉ埋却費交付金。．Ｉブ：２６、１１９千円

２５日から２９日まで開催される「口蹄疫その他疾病委員会」㈲ｇＳＩ獣疫事務局：
ＯＩＥ）に、今回のロ蹄疫に関する、①発生時のまん延防止措置・４２）ｌ匙旅状況、②臨
床的及び血清学的サーベイランスの結果、③侵入防止措置の実施状況、④原因
究明のための疫学調査の結果等について、報告書を同事務局に提出。

ロ蹄疫の発生原因を究弔する。ための疫学調査より、侵入源として考えられる・り
家畜、人、車両、輸入飼料等の可能性について、検討したところ、初発農場で使
用されていた中国産麦わらが他の要因に比べ侵入源として最も可能性が高いこ
と が 判 明 。 ＿ ’

「口蹄疫そのう他疾病委員会会議」（国際獣疫事務局：ＯＩＥ、２６日）に．より我が
国の口蹄疫清浄国への復帰が承認されたことを発表．．

注：①、②、③及び④は、疑似恵畜又は患畜の確認を示す。

３



○口蹄疫発生状況
̈ 畜 ． 種 飼養頭数 発症頭数発 生 日-

３月２５日
４月３日
４月し９日
５月１ｉ日

○防疫対応経過

発 生 場 所-
宮崎県宮崎市
’宮崎県高岡町

宮崎県高岡町
北海道本別町・

農 場-
Ａ農場
Ｂ農場
Ｃ農場
Ｄ農場

牛
牛
・
牛
牛

Ｅ
　

　

-
９
１
６
０
５

殺処分完了日・殺処分頭数

０

０

１

０

０

． 農 ・ 場 ・ ’
四
宮 崎 ‥ Ａ 農 場

、 ． Ｂ 農 場

Ｃ・農場

北 海 道 ・ Ｄ 農 場

診断日-
３／２５
４／３

４／９
５／１１

３／２６
４／４
４／１０
５／１５

０
９
６
・
５

１

１

０
い
７

移動制限地域設定Ｗ
３／２５～４／２２

４／３～４／２５’
４／９・-５／２

．５／１１～６／９

○立入検査及び民間獣医臨等診療時検査実績
ダ 区 ご 分
-
立入検査戸数
診 療 時 検 査

乳 用 牛 ． 肉 用 牛 豚

２１，７０７６４，５７５５，８２３
’６９，４４３′６８，３３７’４，５３５・

緬山羊
８１６
８５９

そ の 他
-
３０４

１３２、

合計ｋ９１，１５０１１３，９１２１０，３５８１，６７５４３６

注１）移動・搬出制限地域内の全戸１５，９４２戸は血清サーベイランスを実施
注２）立入検査戸数と民間獣医師等報告数は一部重複する。
期 間 ： 平 成 １ ２ 年 ・ ３ 月 ２ ６ 日 ～ ６ 月 ９ 日 し

○農場への手当額

単 位 ： 戸
-

-
９３，２２５

１４３，３０６
-

２３６，５３１

Ａ農揚

-
Ｂ農場

農 場 ‥-
．（宮コ崎）

-
（宮崎）

名 目 プ
ベい殺畜等棄却手当金
へい殺畜等埋却費
へい殺畜等棄却手当金
へい殺畜等埋却費

Ｄ農場

合

（北海道）

一
計・

へい殺畜等埋却費
へい殺畜等棄却手当金
へい殺畜等埋却費

単 位 ： 千 円
-
手 当 ／ 額-
．３，０１０

．・３０５１
ぃ３，６１４

３１０１ニ

６，３４５

＿ ’ ３ ０ １ ＿

２９２，４１６

２６，１１９，-
ミ３２３２，４５２

注１）「へい殺畜等棄却手当金」とは、殺処分された家畜の生体評価額の４／５相当の手当
金 の こ と 。 づ 、 ‥

注２）１へい殺畜等埋却費トとは、埋却に要した経費の１／２のこと。

４



̶
-
ａ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
-
Ｉ
Ｉ

／
Ｉ
Ｉ
．

○移動・搬出制限地域内の家畜の飼養状況
， 宮 崎 県 ／ ’ ， ａ- ● ．
移動制限地域（２０キロ内：１２市町村）

乳 用 牛 農 場 肉用牛農場

ノ
ｊ

豚農場
戸 数-
１２０

頭 数 ’
-

４、３０、８

戸 数-
３，３９２

頭 数
-
６１５，２４０

戸 数-
１８４

頭 数
-
１５７，８６０

搬出制限地丿或（５０ギロ内；３２市町村）
乳用牛農場 肉用牛農場 豚農場

戸 数-
９１６

頭 数
-
’ｉ’：Ｌ５，９５９

戸 数 頭 数 ’ ‥ ： 戸 数 頭 数
・・６４１２６，２８０１２，２８８２０３，５３，５

注）搬出制限地域は宮崎，熊本，鹿児島の３県に跨る。
・北海道

移 動 制 限 地 域 ’ （ １ ０ キ ロ 内 ； ５ 町 ） ∧

乳 用 牛 農 場 Ｉ 肉 用 牛 農 場 ・ ． 一 乳 肉 複 合 農 場

戸 数 ‘ 頭 数 戸 数 頭 数 ∧ 戸 数 頭 数

， ９ ６ ｎ ， ６ ３ ３ ３ １ ’ ７ β ９ ４ １ １ １ ， ５ ４ ８

そ の 他-
戸 数 頭 数-
１ ８ ５

合 計
＿ ェ Ｗ Ｉ ／ -

戸 数 頭 数
-
１３９２０、６６０

○宮崎関連血清サーベイランス実績

区 分
移動制限地域・
搬出制限地域ｙ
３県清浄地域
牛導入関連
輸入粗飼料関連
その他
合計

検 査 戸 数
〃
３，６１９

１２，１８４

８，０５４

１，５３５

１，１６９

１，３２９
-
，Ｚ７，８９０

注）３県とは宮崎、熊本。鹿児島県である。

検査戸数

検 査 頭 数 ‘-
’８，２５８

．１７，８１７３

．８，７１２

４，３２５

４，２３５

３，７７４
-
４７，１７７

○北海道関連血清サーベイランス実績

区 分

移 動 制 限 地 域

疫 学 関 連 ・ ∧
ノ 合 計 ． ＼ ‘

ｍ
　６
　ｎ
　

Ｎ
　１４９

-

２２４

検 査 頭 数
-
３，５０６・

２，２ｎ
-
５，７１７

５

（



３

３

３

３

２５

２６日

２７日

２８ｊヨ

３０

日

宮崎県で口盲塗旨意１ＩＦ緩匹
発生（宮崎市、’１０頭（その
後４月４日に患畜と確定））

わ の

１「

我が国が講じた措置

ｌ口蹄疫の疑似
事務連絡一勁検

つ い ；」
・・国内でのロ蹄疫発生に伴う輸出

検疫証明書発行の停｀止

』台湾ｉ稲ワラ、乾草及び麦ワラ・
の 輸 入 検 査 に つ い て 」 ・
畜 産 局 長 → 動 検
（１２畜Ａ‘第６８３号）゛
・ 台 湾 産 稲 ワ ラ 等 の 輸 入 検 疫 強 化

「韓国から日本向けに軸出される
偶 蹄 類 の 動 物 、 そ の 肉 及 び 臓 器 並
び に そ れ ら を 原 料 と す る ヅ ー セ ー
ジ、ハム及びベーこュンについて」
事 務 連 路 → 動 検 ご
・ 輸 入 の 一 時 停 止

偶蹄類の動物、その肉及ｔ．Ｊｔｌ匯器並
び に そ れ ら を 凛 料 と す る ソ ー セ て
ジ、 ハ ム 及 び ベーコ ン に つ いて 」
事 務 連 絡 → 動 検
・ 再 度 、 輸 入 停 に の 徹 底 依 頼

畜産局長→動検所長
１
９
・
等

ぐ

について」

２畜Ａ第７．３７号）
蹄疫発生匡ｒからの輸入稲わら
に つ いて、 輸 入 検 査 の 対 象 化

６

Ｆ口
て』

の こ つ い

畜産局長-→各都道府県
（１２畜Ａ第６５８号）
・宮崎県でのロ蹄疫発生通知と本
病まん延防止のため国内防疫の
強化依頼’

ｒｐ蹄疫の四大池魁誤ついて」
衛 生 四 采 → 官 崎 県
１＿２一
口 蹄 ａ の へ の

疫対応について」
事務連絡→各都道府県

ｒロ蹄疫の苔ミ畿詣莞発生農家の関
連場所の調査について」
事務連絡→宮崎県・熊本県

「口蹄疫の疑似患畜の摘発に係る
情報について（第１・２・３報）」
事務連絡-→各ｊｌｌｉｎｔ府県

「口時疫の疑似患畜の、摘発への防
疫対応について（その１’、２、３、
４）」
事務連絡-→各都道府県．． ・ Ｘ
ｒ口蹄疫疑似患畜摘発にかかる各
穐風評について（第１報）」
事務連絡-→各都道府県
ｒロ時疫の疑似息畜の摘発への
疫対応につい‘て（そのＳ）」
事務連絡→岑ヨ笛穿市販拠

ｒ口蹄疫の疑似患畜確認に係る防
疫対応に要する資材について」
事務連絡→各都道府県

「ロ蹄按の疑似患畜の確認に伴う
対応ついて」
四善→（社）全唇裕妻；回読懲
器材協会
ｒ口蹄疫疑似患畜の確認に係る各
種風評について（第２報）」
事務連絡-各都道府県

「血液疫学調査のための血液材料
の送付について」
事１孝妻-→各都遠府県

ｒ口蹄疫の疑似患畜の確認に伴う
対応に．ついて・２」、
事務連絡→（社）全国動物薬品器
材協会
コＴｉ７マｉｉ百頁万
てｊ、・
包蓼寥畷路-ｉ各都道府県
宮崎県・鹿児島県以外）

つ い

（熊本県．・

「 口 蹄 疫 の 疑 似 患 畜 の 確 夥 へ の 防
疫対応について（６・７）」
事務連絡 - →各都道府県
「 輸 入 稲 ワ ラ 等 の 飼 料 へ の 利 月 に
つ．いて」
事 務 連 絡 ４ 各 都 道 府 県

「 輸 入 稲 ワ ラ 等 の 利 用 に つ いて ｊ
衛 生 課 長 通 知 一 各 都 道 府 県 、 農 政
局 、 農 協 及 び 飼 料 関 係 等
・ 輸 入 稲 ワ ラ 等 に つ い て 、 飼 料 及
ぴ 敷 料 と して の 利 用 を 控 え 、 Ｉ 堆
肥 化 、 園 芸 用 等 に 使 用

‘ 「 ロ 時 疫 疑 似 患 畜 の 確 認 に 係 る 各

平成１２年１０月現在

藪省庁等との連携等

麦ワラの輸入検査について．
（１２畜Ａ第６８３号）
→（財）‥交流協会、通産省
農産園芸局

ｙ

ｌ橿ワツ等の輸入検査に・
いて」
（１２畜Ａ第７３７号）
畜 産 局 長 → 大 蔵 省 、 通 産 省
農 産 園 芸 局 ご
・流通飼料課によるｒ稲！
ラ等の輸入業者に対すｊ．
ミ紀宮腿」闘催



１、

４

４

４

・４

４

４

４

４

３１日

２１１

３日

４

５

７

９

１０

１１日

晦冥ｊで児生し
自蹄疫と診断

宮崎県で口蹄疫疑似思畜丿
生（高岡市、９頭（疑似））

・・

宮 崎 県 で 口 肝 灰 疑 心 臓
生（高岡市１０頭（患畜）、
６ 頭 （ 疑 似 ） ） ’ ｀ ．

！！ｔぴ累ま‾？２タベ

イ ル ス韓国口
発表

．｜郷国からｉヨ本向けに稼は１される
偶 踏 類 の 動 物 、 そ の 肉 及 び 腺 器 並
ぴにそれ｀らを原料とするソーセー
ジ、 ハ ム 及 び ベ ーコ ン の 家 畜 衛 生
条件の廃止について」
衛 生 課 長 → 韓 国 当 局 √ 動 検 ．
・ 家 畜 衛 生 条 件 の 効 力 停 止 を 通 知

夢 Ｗ 三 喫 匹 本 向 け に 輸 出 さ れ る
偶 蹄 類 の 動 物 、 そ れ ら 由 来 の 畜 産
物の取り扱いについて」
事 務 連 絡 → 動 検 ｀
・．上記通知の迫加説明

・｜稲ワラ等の輸
ついて」
事務連絡→．動検

ゝ ・

「家畜伝染病予防法施行規則の一
部を改正する省令について」・
（１２畜Ａ第７９９号）
畜淮局長 -勣検
・．韓国を４３条の表の地域へ変更
第３清浄地域及び３／２以前は輸
入可能の経過措置

ｒ碑国から日本向けに輸出’される
偶諦類の食肉等の輸出禁止に係る
遡り措置の考え方についてＪ
事務連絡→動検
・家畜伝染病予防法施行規則改正
伴う附則第２項の考え方
韓国におけるロ時疫の発生に伴

７

種風評被害について（第３報）」
事務連絡

「輸入稲わら等の飼料への利用に
ういてｊ。
事務連絡
｜口蹄艮聳似思脅確認に係る防灰
対 応 に つ い て （ 大 至 急 ） 」 ，
事務ｉ！監絡→各都道府県

「口蹄疫疑似患畜確認に係る防疫
対応について（２回目）」
事務連絡-各都道府県

ｒ血清疫学調査のための血清材料
の送付について（２）Ｊ

｜ロ蹄Ｒ疑似Ｓ菅の確認に係る各
種風評被害について（第４報）」
事 務 連 絡 ． ・

「血清疫学調査のための血液材料
の送付について（３）」
事務連絡→各都道府県
Ｅ口蹄疫の疑似患発生について」
衛生課長通知-富崎県
（ま２-６１９）

１呆蕎生腿晨場滑浄化叉蛋苓莱口
屡個Ｂん延防止対策の実施見込み
について」
事務連絡→各都道府県

「口蹄疫ウイルスの病性鑑定依頼
についてＪ

｜思箭及ひ疑似思畜の埋耳ｊに係る
法律上の整理につぃで（参考）」
事務連絡→各都道府県
口蹄疫の疑似悪畜発生について

衛生課長通知→宮崎県
（ｉ２-７ｏ）

ｒ口蹄疫ウイルスの抗体検査反応
牛の取り扱いについて」
事務連絡→宮崎県・熊本県・鹿児

｜口蹄授血贋疫宇調互の参考とす
るための弗血清の送付について（至
急）」
事務連絡-各都道府県（官崎県・
熊本県・鹿児島県以外）

ｒ口蹄疫ウイルスの抗体換査反応
牛の疫学調査についてｊ
事務連絡-各都道府県

に □ にｆ

’Ｉ耗草佃の鴨入苓丿誇９｝擁餅四
関す皆頌鵬検疫所との連携
強化についてｊ
（１２農産第２４§７号）
農産園芸局長→畜産局長・

「

｜稲ワラ等の輸入検Ｅｌにつ
いて」
事務連絡｛課長補佐〉→大ｌ
蔵 省 税 関 相 談 官 ， ・
’稲ワラ等消毒場所についＦ
て他所蔵置申請協力依頼・，

「家畜伝染病予防法施行規
則の一部を改正する省令に
ついて」
（１２畜Ａ第７９９号）
畜産局長→経済局、外務省、
大蔵省、厚生省、通産省、
郵政省

飼 の
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４

４

-
４

１２

１３

１４

日

２０日

２１日

／

う防疫措置について」
衛 生 課 長 一 動 検 、 都 道 府 県 、 畜 産
主 務 部 長 、 各 農 政 局
・ 動 検 → 厨 芥 残 査 の 実 施 徹 底
・ 国 内 - 普 及 啓 蒙 、 防 疫 措 置 実 施

「韓国におけるロ蹄疫発生に伴う
我が国への食肉等の輸入禁止措置
に関する協力の依頼についてｊ
衛生課長→動検
・ 侵 入 防 止 の 協 力 依 頼 プ

ｒ清浄国から日本向けに輸出され
る偶蹄類の動物の肉及び臓器並ぴ
にそれらを原料とするソーセージ
、ハム及びベーコンの家畜衛生
件の一都改正について」
衛生課長-・第３清浄各国、動検
・家畜衛生条件中の第３清浄国・リ
ストから韓国を削除．した旨各国
へ 通 知 グ

ｌ

８

四琳皿置について」
衛生課長→各都道府県、各農政局

ｒ家畜生産農場清浄化支援対策事
業のうち口蹄疫まん延防止対策の
実施について」
事務連絡→宮崎県・熊本県・鹿児

｜ 口 昨 投 の 戈 王 に 伴 っ 移 動 禁 止 の
期間について」
事務連絡 -→各都道府県

「 ロ 蹄 疫 防 疫 用 ビ デ オ の 活 用 に つ
いて」

｜ロ球没の発生に伴う移動禁止の
湖関について」
○事務連絡（３県以外の都道府県
・各晨政局〉
○衛生課長通知（宮崎県・熊本県
・鹿児島畜産主務部長）

｜口蹄役皿隋役宇調豆における再
検査の実施について」
事 務 連 絡 → 各 道 府 県
豚を対象とした清浄性確認のた
めの血清調査について（依頼）」
事務連絡→宮崎県・

「口時疫の緊急防疫に係る予防用
器具の貸付申謹の手絞きについて
事務連絡→各都道府県
［稲わら等の輸入検査についてｊ｀
事務連終-各都道府県
ロ蹄疫の疑｀患畜の摘発への防

疫対応に係る血清送付について（連
蘇 ） ｊ 。
事憾感轟→各都道府県

ｒ口蹄疫の発生に伴い実施してき
た移動制限等の見直しについてｊ
衛生課長→各都道府県、厚生省
（１２-４９）

「口締疫の発生に伴い実施して’き
雰聯鴛妻制限等の見直しについて
（２）」、
事務連絡-・各都道府県（宮崎県以

｜辰簒隔豚横叉ブロク’ラムにお．け
る「検査要領」及びｒ隔離実施要
領」についてｊ
事務連絡→各都道府県、農敬局
・ロ蹄疫の清浄農場を確認するた
｀めの検査要領

「血清疫学調査で再検査が必要と
なっていろ農場に対する隔離の指
示と清浄性確認のための検査の実
、施にっいて」
包 痴 諾 遜 → 各 都 道 府 県 ‾ ．

ｒ口ｔ芸ｉミ酒彗ｅ妻皿怒に関する防疫対
応状況及び中国産麦ヮヲに閤する
報告について」
事務連絡→各都道府県
｀ｒロ諦疫の発生に伴い実施してき

た移動制限等の見直し（３・４）ｊ
事務ｉ座絡-→各都道府県

「農場隔離検査プログラムにおけ

開催
（畜産局、農産園芸局共催）

｜ 韓 国 に お け る ロ 肝 灰 発 生
に．伴う我が国への食・肉等の
輸 入 禁 止 措 置 に 関 す る 協 力
の依頼について」
衛 生 課 長 → 法 務 省 、 海 上 保
．安庁
・ 侵 入 防 止 の 協 力 依 頼

１
１
・



ｋ

● る 検 査 要頷及び隔離実施要領」
衛生課長 - ヽ各都道府県
（ １ ２ - ５ １ ） ．

４月２２日

， ／

亀

’ Ｊ

ノ

ｊ
・ １

-

●

ｒ口時疫の死生に伴い実施してき
た移動制限等の見直し（５・６・
７）」・事務連絡→各都道府県

ｒ口時疫の清浄性確認のための検
査の実施と・隔離の指示についてｊ
事務連絡→宮崎県、蕪体系、鹿児
島県

４月２３日 日 本 口 皿
を半径１０ｋｍへ変更

ｆ ・

ぐ`

｜移動制限地域の変更にかかる告，
示に゛っいて」
事務連絡→各都道府県

「ロ蹄疫の発生に伴い実施して舎
たｔ§賊皿ｌ薪醜婦妻見直しについて
（９）」
事務連絡→各都鶴首靉

４月２４１ヨ
｜ 「乾草類の輸入植物検疫に関する

動物検疫所との連携強化について
畜産局長一動検
（１２畜Ａ第８８３号）
・ 連 携 強 化 ．

１口降灰の発単に伴い実施してき
た移動制限等の見直しについて
（第２段）」
事務連絡-・各都道府県

ｉ乾草類の輸入植物検疫に
関する動物検疫所との連携
強化について」
農産園芸局長→畜産局長
・（１２畜Ａ第Ｂ８３号）
・乾草靭の動検との連携強
化

’ 月 ２ ５ 日

ｉ
ｌ

● ●

｜

「・ロ降灰の ’ 発生に伴い実施してき
た移動制限等の．見直しについて（第
２段の１、２）・ｊ
事 務 連 絡 → 各 都 道 府 県

「 口 蹄 灰 の 発 生 に 伴 い 実 施 して き ・
た 移 動 制 限 悴 の 見 直 し に つ い て
（ １ 、 ２ ） ｊ ・
事 務 連 絡 → 九 州 農 政 局 、

「，ゴールデンウイーク中の口躇疫
防疫対策について」
事務連絡 -→各都道府県

-

哺

ｊ ・

４月２６日 ゝ

・

Ｆ再検査農場及び農場隔離検査プ
ログラム対象農場に係る血清送付
時の記載事項について（依頼）」
事務連絡・→各都道府県

４月２７日
｜ ●

ミ

ゝ

●

Ｘ

-

皿 栄職の発生に伴い実施してき
た移動制限地域の解除等について
衛生課長→宮崎県、厚生省
（１２-５１）

ｒロ蹄疫の発生に伴い実施してぎ
た移動制限の全面解除について」・
事務連絡４都道府県（宮崎県以外）
（４／２８に訂正服送付）

¶ ● １ １

５月１日 ｉ ｒロ時疫の発生に伴い実施してき
た移動制限地域の解除等につりてＪ
事務連絡一各都笞茎飛

５月３日 ［血清検査結果の報告について（報
告）ｊ
事警語薩→北海道

５月８日・

へ

「 今 回 の ’ 口 蹄 疫 ウ イルス に 関 す る
貴 県 か ら の 質 疑 事 項 に つ い て （ 回
答）」‘
事務連絡 -→宮崎県

●

５月Ｈ日 北 海 道 で 皿 誓
生（本別町、２顛（患畜）、フ〔）３
顛（疑似）〉

１

ミ
／

ｒ口蹄灰の疑似患畜発生についてｊ
衛生課長→北海道
（１２-６３）

「北海道におけるロ蹄授の隔殴検
プログラムの実施結果とその後の
防疫対応についてｊ
事務連絡→都道府県（北海道以外、
農政局

ｒ口謀反に対する防疫対応にるつ
いて」
衛生課長→各都道府県

１

・

５月１２日

＝

ミ

｜北海逗での疑似抱畜の確認伴う
ロ練皮の防疫対策の強化等につい
て」
畜産局長→北海道

９
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１４

２３

２６

３

５

７

８

１６

２２β
-
１２９

日

／

Ｘ

フダ

ＯＪＥＩ東アジア地域にお
けるロ蹄疫に関する会議ｊ
を東京で開催

リ

部を改正する省令について」
（１２畜Ａ第１４０８号）
畜産局長一動検．
．’規則第４３条の表の２の地域を
削除し、中国からの輸入偶蹄類
動物（生体）の輸入禁止

ｒ家畜伝染病予防法施行規則第４
３粂の表の農林水産大臣の定める
基準の一部改正について」
（１２畜Ａ第１４０９号）
局長通知→動検、

「稲ワラ等の検疫について」
畜産局長４動検 ‘．
（１２畜Ａ第１５３５’号）
・ 口 蹄 灰 再 侵 入 防 止 り た め 、 輸 入
稲 ワ ラ 等 の 輸 入 時 消 毒 措 置 を Ｓ

ｒ中華人民共和国から日本向けに
輸出された加熱処理された偶踏類
の消惣鸚肉等について」
事務連絡→動検-
・・加熟処！ｌ施ｉ没別輸入件数及び数

ｒ中華人民共和国から日本向けに
輸 出 さ れ る 加 熱 処 理 さ れ た 偶 蹄 類
の 動 物 の 肉 、 旅 器 及 び そ れ ら を 原
料としたソ‾’セ；‾ジｌａｊ｀及ぴぺ

〔１２畜Ａ１３４７〕．
・情報の周知（地域へ国からの惰‘
報提供、異常家畜の早期届出の
徹底）飼養牛及び輸入粗飼料の、
立入検査’
・調査の実施、食肉・牛乳等の安
全性の喚起

「ロ蹄疫の発生に伴う移動制限措
置についてｊ
事務連絡 -各都道府県

「口蹄疫の疑似患畜確認に関する
情 報 に つ い て 」 ＿
事務連絡-各都道府県、農政局

「農林記者クラブ・農林記者会会
見メモについて（参考）ｊ
事務連絡→各都道府県、農政局

ｒ口蹄疫発生に関する疫学調査に
ついて（依頼）Ｊ
事 務 連 絡 → 北 海 道 、
口 蹄 関 連 情 報 の 報 告 に つ いて
（ 依 頼 ） ｊ ’

｜ロ蹄艮発生晨場の消毒い
照会に対する回答について」

｜口耶役対東にお；
連絡体制について」

る 日 の

ｌｐ帰寂の発生に伴い冥施してき
た移動制限地城等の解除について
事 務 連 絡 → 道 府 県 、 農 政 局
ｆ口蹄疫の発生に伴い実施してき
た移動制限地域の解除についてｊ
衛生課長一各都道府県
（１２-６７）
Ｆ口蹄疫の防疫対策について」
事務連絡→都道府県、農政局

ｒロ蹄疫の発生に伴い実施してき
た移動制限地域の解除等にっ（て
事務連絡→各都道府県

則の・一部を改正する省令に
ついて」
（１２畜Ａ第１４０８号）
畜産局長→外務省、大蔵省、
厚生省、．通商産業省、郵が
省 、 運 輸 省 、 経 済 局

ｒ家畜伝染病予防法施行央５
則第４３条の表の農林水・ｊＳ
大臣の定める基準の一部ｉｌ
正について」
（１２畜Ａ第１４０９号）
畜産局長→外務省、大蔵省．
厚 生 省 、 通 商 産 業 省 、 郵 ！

｜稲ワラ等の樵艮について
（１２畜人第１５３５号）
畜 産 局 長 → 大 蔵 省 、 通 商 ｉ
業 省 、 農 産 園 芸 局 ‘



匹 召 百 ‾

／

ニー＝ンの家畜衛生条件案の提示」
（１２畜Ａ第２４２８号）
衛生課長一中国家畜衛生当局
‘加熱処理肉条件案改正について

「韓凶から日本向けに輸出される
加熱処理された偶蹄類の動物お
肉、臓器及びそれらを原料としたｊ
ソーセージ、ハム及びベーＪコンの
家畜衛生条件案の提示」
（１２畜Ａ第２４Ｚ９号）
ぞ生課長→韓国家畜衛生当局・加熱処理肉条件案提示

Ｉ

Ｉ

●

｜

ＯＩＥロ蹄雲居ミ会におけ
る審査の結果、我が国はロ
踏疫隋浄■復帰
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